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横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会

委員長嶋村勝夫様

!資料11

平成 23年 8月 1日

自由民主党市会議員団

団長佐藤祐文

本年 3月 18日に、民主党・公明党及び我が自由民主党の団長が行った議会

改革の推進に関する声明に基づき改選後、設置されました横浜市会基本条例

の制定に関する調査特別委員会の委員長をお務めいただき円滑な委員会運営

に御尽力いただき心より敬意と感謝を申し上げます。

ご依頼のございました調査・検討にあたりましては、まず、歴史と伝統あ

る横浜市議会が今まで、行って来た議会改革の取り組みを鑑み、条例と規則の

関係・位置づけを明確化し進めていただくようお願いいたします。

検討項目

1、 二元代表制における議会の地位・使命・責務・権限について

2、 議会の機能強化について

3、 市民参加の推進に向けた広聴・広報のあり方について

4、 本会議・委員会(請願、陳情審査)等議会審議・活動について

5、 議員活動について

尚、詳細については委員会審議を通じ我が会派の意見を集約し述べさせて

いただきます。



⑧ 平成 23年 8月 1日

民主党横浜市会議員団

横浜市会基本条例の制定に関わる検討項目

-議員活動、議会活動などの課題

1.市会議員としての活動を明確化する必要がある。市民への理解を求めるためにも、

①議会活動、②地域活動、③会派活動(会派に所属している場合)、④党活動(政党に

所属している場合)それぞれの活動を明確にする。

2. 市会議員としての責任、義務、権利などについて明確にする。

例えば、身分、位置づけ、説明責任、議会・委員会への出席など。

3. 市政における議会の位置づけを明確にする。

4. 区への権限移譲にともなう議会としてのチェック機能のあり方。

現状の区づくり推進会議にチェック機能はない。

5. 条例名称について

自治基本条例に対する議会基本条例ではないか。横浜市が自治基本条例をつくる考え

がないのであれば、条例名称も基本条例にする必要はない。そもそも、何のための条

例なのかを明確にする必要がある。

6.基本条例を制定するためには、何のために制定するのかをハッキリさせる必要がある。

もしあくまでも市会の理念について明記するだけというのであれば、それを事前に確

認しておく必要がある。また、議員の姿勢を明記するのであれば、条例ではなく別の

形で確認する方がよい。

7. 交渉会派の定義見直し。各常任委員会に委員を輩出し、会派としての賛否を表明する

ことが必要ではないか。



8.会派拘束(党議拘束)を原則廃止し、議員は個々の判断で議案の賛否を決め、公表す

る。理由は、①会派拘束は、二元代表制を無力化する「首長与党」を形成する最大要

因。②首長の権限を抑制するべき二元代表制下では、議会は市民の代表機関として強

力に首長権限をコントロールしなければならず、そのために、市民意志の総体を議会

において首長に表現するのが責務。会派(政党)の思惑を議会で表現するのは、強首

長型の二元代表制下では特に適当でない。

9. 地方政府の形態は二元代表制のみでなく地方議院内閣制等を導入可能とする地方自治

法改正を国に要望する。住民投票によって横浜市会と横浜市長の権限配分を決定出来

る自治法へ改正し、議会から政策リーダー(首相)を選出、首相が局長を任命、内閣

を組織し、内閣において予算編成と行政執行を行う。市長は対外儀礼的事項を担い、

議会に政策提言を行う。理由は、①規模の大きな自治体においては、一人の長によっ

て民意を汲むよりも、各区より選出された議員達によって予算編成と行政執行を行う

方が、きめ細かい民意の市政反映を可能にする。②規模の大きな自治体の議会では政

党政治(会派運営)が定着し国政との連動も顕著である。党議拘束を生かした政党政

治を行うのであれば議院内閣制を採用するべきで、少なくとも自治体が最適な政府形

態を選択可能な状態にするべきである。③自治体規模によって政治体制を柔軟に住民

投票によって決定できることは世界標準であり、住民の意思によって二元代表制か議

院内閣制かを選択できる自治法とすべき。そうすることで地方議会の存在価値そのも

のを住民意思によって決定できる。

10. すべての議案を採決前(議案発送と同時)に、市民に町内掲示板・マスコミ等にお

いて公表し、意見を募り、議会において意見を述べる機会を市民は得、それらの意見

を勘案したうえで、議会において採決する。理由は、議会が市民に見えないのは、何

を決めているのか分からないことも一因。採決前に議案を公表し意見を募ることで議

会の重要性を伝えると同時に、市民の市政へのダイレクトな関与の機会を増やす。

1 1.議員同士の議論が少なく、特に特別委員会の位置づけが不明確。期限を切り、全員

が所属しないで真に必要なものとすべきである。

(同様意見〉

・議員相互間の自由な討議。

・市民意見を公平に取り入れ、議員間の討議をして政策を創り上げ、提案することが

重要。

1 2.議員と住民の議論が少なく、住民の代表として意思集約ができていない。

〈同様意見〉

・区民意見の的確な集約。

-議会報告会、議員と住民等の討論0

.住民の意見を聴くための一般会議。



1 3.議員の活動がなかなか市民に伝わらない。議員各個人が活動報告等を行っているが、

自分の PRになり、有権者に客観的評価判断・材料にはなっていない。

14.市会議員の活動が見えないという意見があるが、必ずしもそうではないと思う。も

しもっと PRしたいということであれば、もっとメジャーなメディアを活用するしか

ない。また、横浜市会をアピーノレするキャンペーンなどを行ってもよいのではないか。

1 5.政策提言・立案を充実させるためのサポート体制の必要性を感じる。

〈同様意見〉

・議会局は、法制調査など必要に応じ対応できるような強化充実が必要。

・議員の調査、政策立案活動ができるような環境整備と研修の充実。

・会派ごとの政務調査員の採用をはじめとした政策立案機能強化のための措置0

.議会図書館の充実強化。

1 6.政務調査費の使途基準は、都市に働く議員として幅を持たせるべき。

1 7.通常ノレートによる交通手段を設定し、実費相当の交通費を支給すべき(費用弁償)。

1 8.議会の評価の方法と公表の仕方について。

1 9.議員の自己評価のあり方と公表の仕方について。

-議会運営などの課題

1.本会議における審議の形骸化。

2.本会議での一般質問の日数拡大を検討。例えば、一般質問に会派代表としての質問が

なじむのか。個々人による一般質問については、会派とは何か、議論が発生する。

3.本会議等で 1人が発言する時間を制限すべき(例えば20分以内)。よって大会派は発

言者数が増える。

4. 会期の決定など形式的なことは本会議ではなく、運営委員会で決められるようにすべ

き。

5. 本会議における一問一答方式への変更。

6. 本会議開催前の「予鈴」は廃止し、「アナウンス」または「別の音Jにすべき。



7.議員定数削減に伴い、常任委員会構成の委員数も減少している中、副委員長が 2名必

要か。

8.委員会傍聴を許可すべき。例えば、 2""'3人の人数制限があってもよい。

9.委員会視察は、通常の委員会と同様の扱いとすべき。

1 O.視察の形骸化。年 2回も必要か。

1 1.会期中の日程調整を容易にするために、「議会優先ゾーン」日程を設定すべき。

1 2. 市会だよりには質問者の氏名を出すべき。

1 3.請願などの審議の仕方について、常任委員会で議論する際に、一部の文言が問題に

なっていたために採択されないことが多いため、常任委員会での議論で出た意見を踏

まえて内容を修正し、再度採択できるようになれば、もっといい結果を出せるのでは

ないか。

1 4.付託される請願・陳情は、政策提案として提案者の意見を聴くこと。

-その他

1 .基本条例制定に関しては、市民からの意見も聴くべきである。
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公明党議会検討項目

1. 二元代表制における議会権限と市長の責務

2. 議員の責務と議員活動のあり方

3. 議会の監査権限の強化(監査委員の活用)

4. 行政法人を含む外郭団体への審査

5. 政務調査費のあり方(実費弁償移行等)

6. 市民に開かれた議会としての活動

7. 市民の議会活動への参加の推進

8. 会派のあり方と活動(会派性の担保と役割・権限)

9. 広聴広報機能の充実

10. 本会議の形式

1 1. 政策等の形成過程の市民への説明

1 2. 政策執行に関する監視及び評価

1 3. 積極的な議員提案(政策提言)の仕組み

14. 議員報酬の適正額の考え方

1 5. 定例会の回数・会期

16. 議員活動の制度的支援(議員活動費、秘書制度、交通費の支給)

1 7. 海外視察の公費負担のあり方

18. 請願と請願署名議員の公正化(議員の自己請願の取り扱い)

2011・08・01



⑧ 
特別委員会の検討項目について(みんなの党案)

1:基本的な考え方

検討項目の列挙の前に、まず議会基本条例に対する特別委員会の考え・方向性を集約すべ

きだと、みんなの党としては考えます。地方自治法の改正により、地方議会を取り巻く環

境は変わりました。議会基本条例は私たち地方議員の役割を限定する、しばるものではあ

りません。むしろ、その逆で、法改正によって役割の広がった地方議員の活動を活性化す

るものです。

何のために議会基本条例を定めるのか、行政と議会の関係、議会と市民の関係を条例の中

でうたっていくことになる以上、特別委員会として方向性を共有する必要があります。あ

る程度、同じ課題認識を共有していなければ、今後、項目の取捨選択や、議論していく中

で意見の集約は困難を極めるのではないでしょうか。その議論を経た上での、各会派から

出てくる検討項目の整理、議論を進めて頂きたく、この点を強く希望します。

新しい時代の、新しい地方政治を作っていくためにも、委員会として思いを共有すること

が大切と考えます。全国最大の基礎自治体である横浜の議会だからこそ、全国がその一挙

手一投足に注目を寄せるでしょうし、当委員会の果たす役目は大きいと思います。

市民の意思の把握(議会の広聴・広報活動)、それを元にした活発な議論を通じた議会活

動(議員間討議や市長の反問権、委員会のネット中継など)と、市政への反映というサイ

クルに繋がる、議会基本条例としたいと考えています。

2:検討すべき項目

口全体像の把握

議会基本条例を制定する意味についての議論(横浜市会にとっての基本条例の意味)

市民アンケートの実施(アンケート項目は別途、特別委員会で議論)

専門家からの広聴

候補者

江藤俊昭教授(山梨学院大学)

贋瀬克哉教授(法政大学)

北川正恭教授(早稲田大学)

など

第 29次地方制度調査会委員

日本行政学会理事

元三重県知事

口議会と市民の関係について(市民の積極的な参加を促進するために)

夜間議会、休日議会の開催(多様な、市民の政治参加促進)

議会の広報・広聴活動の実施(市民意見の把握、市民への議会報告)

請願・陳情の読み上げについて(請願者、陳情者が委員会で読み上げる形にすべき)

口議会と行政の関係について(二元代表制における役割を明確にするために)



市長への反問権の付与

一問一答方式の実施

総合計画、基本計画への議会の積極関与(行政が作成した案を議論するのではなく、策定

の段階から議会も関与する。例えば、各会派から代表を送って審議に参加するなど。ある

いは基本計画を議会の議決事項にするなど。)

口議会自身について(活発な議論を実現するために)

議員間討議の実施

委員会資料の公開

委員会のネット配信 (USTREAMなど)

委員会への議員のパソコン持ち込み許可

議会の会期の在り方

常任委員会の任期の在り方

議事録の速やかな公開



⑧ 
2011年7月 28日

議会改革にむけての調査と提案

日本共産党横浜市議団

1 .本会議での発言機会・時間

横浜市の本会議での発言機会は、 1定例会あたり議案関連質問、一般質問、討論の3回

(予算議会を除く)で、いずれも会派の所属人数を基に単純比例配分した時間となってお

り、他都市議会に比べて、発言時聞が非常に少ない。市民から選ばれた議員として、発言

の機会がきちんと確保されているとはいえない状況である。

そこで、他都市議会の状況と比較して、議会での発言機会・時間が適切かどうか調査検

討する。

【日本共産党の提案】

・議案関連質疑:現在は、議案数にかかわらず会派所属人数に応じた時間であり、十分な

質疑が行えないため、時間制限を設けない。

・予算代表質疑:会派を代表した予算に対する質問とし、 2"-'3日間にわたって行い、基

礎時間 (20分程度) +所属人数に応じた時間とする。

・一般質問:市政一般に対する議員個人の質問とし、答弁も含めて 1人 30分とする。期間

は3"-'5日間とする。

・全ての会派が全ての委員会に所属するわけではないので、委員長報告に対する質疑を設

け、時間制限を設けない。

-質疑・質問には、一問一答の質疑方式を導入する。

-議決に先立って行う討論には、時間制限を設けない。

2. 常任委員会の改革

現在、常任委員会では委員会室が狭あいなど物理的な理由から一般市民の直接傍聴を事

実上認めていないが、直接傍聴を認めていない議会は全国的にみてわずかであり、政令市

だけをみても横浜市と京都市のみである(大阪市は直接傍聴を試行実施中)。これではとう

てい関かれた議会とはいえない。

また、陳情は国への意見書を求めるものや機関意思の決定を求める決議のみを委員会の

付託対象としているが、陳情も市民からの要望としづ意味では審査対象とすべきである。

さらに、請願者・陳情者の意見陳述は審査の重要な参考となるが、口頭陳述を認めていな

し10

一方、年2回の市外視察を行っているが、本当に横浜市政に役立つ視察なのか、検証す

る必要がある。



そこで、常任委員会の運営方法等について、調査検討する。

【日本共産党の提案】

・常任委員会等の直接傍聴を認める。現在でも記者の傍聴は認めており、スペースが全く

ないというわけではない。予算・決算特別委員会における局別審査の傍聴者数のように、

会議室の大きさに応じた傍聴者数とすればよい。

-委員会での審査を、行政への質問だけでなく、議員相互で意見交換を行えるようにする0

.当該委員会の委員ではない議員の発言を認める。

-陳情も付託対象として、審査する。

・請願者・陳述者の意見陳述を認める。

-市外視察が本当に年2回必要か、横浜市政のために役立つ視察内容かを調査検討し、回

数、経費、内容、市民への報告など是非を含めて市民参加で見直しをすすめる。

その結果、視察を実施することになった場合には、行政視察の報告書と旅費収支報告

をホームページ上で公開する。

3. 海外視察のあり方

現在、議員 1人あたり 1期4年間で 120万円、 1期目の議員は3年目以降60万円を限

度とする海外視察費が計上されている。海外のすぐれた事例を調査することは横浜市政の

ために役立つ場合もあるが、そうであれば、 1期の議員は60万円を限度とするという差別

があるのはおかしい。

近年、地方財政は厳しい状況におかれ、観光まがいの海外視察に対して市民の批判があ

がっており、中止・凍結している議会が多い。

そこで、海外視察についての他都市の例、市政に役立っているか等を調査検討する。

{日本共産党の提案】

・海外視察は、政務調査費で行い、全行程と領収書を公開する。現行の公費による海外視

察は廃止する。

4.議員報酬額と政務調査費

横浜市の議員報酬は、全国の市町村で最高となっている(名古屋市と大阪市は現在減額

中)。厳しい財政状況のなか、議員も身を削るべきだとの声があがっているが、身を削るの

なら議員定数の削減ではなく議員報酬の削減が有効である。

また、政務調査費は、きちんと議員活動を行うために、調査を行い、市民に報告するた

めに必要なものであるが、その一方で第二の報酬などともいわれており、市民合意が得ら

れているとは思われない部分がある。

そこで、妥当な議員報酬額と政務調査費について、調査検討する。

2 



【日本共産党の提案】

議員報酬を 2割削減し、政令市平均並みとする。

政務調査費について、領収書の公開だけでなく、調査研究報告書など成果物と会計帳

簿も公開する。

政務調査費の金額について、市民参加で妥当かどうか検討し、市民の理解をえられる

適正な水準とする。

5. 聞かれた議会にするために

議員は、市民の代表であり、市民と行政のパイプ役として、重要な役割を担わなければ

ならない。ところが、議員は何をしているかわからない、役に立たない、だから減らすべ

きだとし、う声が市民から上がっているのも事実である。そもそもこんな声があがるのには、

議会が市民から遠い存在であり、議員の姿が見えないことに大きな原因がある。

また、市民の多くが市政に関心を持ち、行政や議会を監視することで、真の市民のため

の市政が生まれてくるとも考えられる。

そこで、市民に聞かれた議会にするために、どうしたらいし、かを調査検討する。

【日本共産党の提案]

-市民が傍聴しやすいように、土日、祝日、夜間の開会の検討

・常任委員会およびすべての特別委員会をインターネット中継の対象にする0

・議会主導で、議会報告会を定期的に各区で行う。

3 



⑧ 
平成 23年 8月 1日

横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会

委員長 嶋 村 勝 夫 様

ネット・市民の党・無所属クラブ

【議会をより強く、より市民に役立つものとするために]

現在、地方自治体においては議会と首長との二元代表制となっているものの、予算

編成権とその日常的な執行という首長の持つ権限は相対的に大きく、近年の地方分権

の推進により、その比重は一層増加しています。

二元代表制の本旨からも、また最も住民生活に身近な自治体の主権在民を実現する

ためにも、両輪の一方である議会が、これまで以上の力を培い、首長権限との正当な

バランスを保っていく事が重要であると考えます。

以上の点から、「横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会」において当面

検討が必要と考える項目につき、以下の通り提出させて頂きます。

①健全な二元代表制を実現するために議会の権限強化が現行法制下の自治体レベル

で、どのようなアプローチによりどこまで可能なのかについて専門家を交えた議論、

認識共有。

②従来の議決権を通じた行政に対するチェック機能に加え、政策立案機能をより拡

充する方途と、そのための合意形成法等についての議論。

③議会と市民との相互関係を強化するため、日常的な市民意思の反映とその検証を

担保する方法等についての議論。
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⑧ 
横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会

委員長嶋村勝夫 様

平成 23年 8月 1日

ヨコハマ会横浜市会議員団

団長小幡正雄

検討項目の提出について(依頼)について

横浜市会のあり方や活性化にご尽力賜りますことに心より敬意を表します。

先般、検討項目の提出についてご依頼がありましたので提出いたします。

1.地方議会のあり方や運営に関しては、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)

により規定され、議員定数や議会の設置などについて事細かく規定されてい

ます。地方分権が叫ばれ地方自治体の自立が求められていますが、固と同様

に地方自治体も大胆な行財政改革が喫緊の課題になっています。これを実現

させるためには、地方議会の充実強化と活性化が必要でありますが、地方議

会の招集権は首長にあり、平成 18年の地方自治法の改正(第 101条)では、

臨時会の招集請求について議長は、「運営委員会の議決を経て長に対し会議に

付議すべき事件を示して請求することができるJとされました。しかし、地

方分権改革の推進により地方議会の果たす役割はますます増大することから、

更なる議会機能の充実強化を図るために、議長への議会招集権の付与、臨時

議会の活動制限の撤廃など議会活動の自由度の拡大、意見書に対する関係省

庁等の誠実回答の義務付け、並びに地方議会議員の責務の法的明確化及び活

動基盤の強化など、横浜市会として国に対し地方自治法の改正を強力に求め

るべきであります。

2.横浜市会の運営に関しては、「横浜市会会議規則」で定められ、昭和 43年 5

月24日に「市会規則第 1号」を制定以来、幾度となく改正され、直近の改正

は平成 19年 2月 15日の「市会規則第2号Jであります。また、「横浜市会委

員会条例」については、昭和 43年5月 24日に「条例第 28号」として制定さ

れ、最近では本年(平成 23年)5月27日に「条例第 31号」として改正され

ています。この間に、横浜市会の様々な問題が討議され、その都度改正され

今日に及んでいます。従って、上記 1で述べましたように地方自治法の改正

なくして横浜市会の機能強化は困難であると考えますので、「横浜市会基本条

例の制定」については、本年 5月に編集された「横浜市会関係例規集」を精

査して編集することになるのではないかと考えています。

1 



3. しかしながら、現行の「横浜市会会議規則」や「横浜市会委員会条例」に

ついても、議会機能の充実強化を図るとともに簡素で効率的な議会運営が求

められていることから、従来の慣習に択われない積極的な見直しゃ検討を通

じた議会改革を行う必要があると考えますので、以下に列記します。

《見直し・検討事項》

1. 地方議会の充実強化と活性化を図るために、議長への議会招集権の付与、

臨時議会の活動制限の撤廃など議会活動の自由度の拡大、意見書に対す

る関係省庁等の誠実回答の義務付け、並びに地方議会議員の責務の法的

明確化及び活動基盤の強化など、横浜市会として地方六団体と連携を図

るとともに国に対し地方自治法の改正を強力に求めること。

2. 請願書及び陳情書のあり方と紹介議員の取り扱いについて

3. 常任委員会、特別委員会の委員会数の見直し(整理・統合)と正副委員

長報酬の見直し(廃止等)について

4. 市会として、本市が取り組んでいる電子市役所の先取りを行し、簡素で効

率的な議会運営をおこなうため、パソコンやパワーポイントなどの情報

機器の活用とパソコンの本会議・常任委員会への持ち込みについて

5. 会議録の早期作成・提出について

6. 横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例中、特に選挙

管理委員、監査委員の報酬等の見直し(日額制)について。

7. 横浜市会議員き章規則の見直しについて

8. 横浜市会議員が市民全体の奉仕者として、公正かっ清廉を基本姿勢とし、

常に政治倫理意識に徹した議員活動に取り組むに当たって、必要な事項

を定めることを目的とした横浜市会議員政治倫理条例や要綱を制定する

こと。(特に市会独自で寄附禁止事項や団体役員などの兼業禁止を規定す

るなど、市民にわかりやすく理解協力を求める事項を強調すること。)

以上

2 



⑧ 
横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会

委員長嶋村勝夫様

総総第 10 7 9号

平成23年 8月 1日

横浜市長林 文子

検討項目について(提出)

平成23年 6月28日付で依頼のありました、横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員

会における検討項目について、別紙のとおり提出いたします。

担当 総務局総務課

調査係姫浦、古屋、橋本

電話 671-2149 



横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会における検討項目(当局提出分)

No. 種別 検討項目(案)

-質問通告内容のホームページへの事前掲載の検討

本会議
-質問通告内容及び書式等の検討(通告書への通告内容の明確化及び平準化等)

1 
予決特

<神奈川県、仙台市、さいたま市、千葉市、静岡市、浜松市、名古屋市、神戸市、
広島市、福岡市等で実施>

2 
本会議 予算議案に対する審査方法(予算研究会、予算代表、予算関連、局別審査、総合審
予特 査)の再検討・見直し

3 本会議
自席での「一問一答方式」導入、局長答弁の導入、答弁者から質問者に対する質問
の趣旨確認導入の検討

4 本会議 議案等の電子採決(押しボタン式投票)導入の検討

答弁者見直しの検討

5 常任委員会
委員会出席部長を市会説明員として届け出て、所管部長答弁を可能とする。
(議案及び報告事項に関しては、従来どおり、局長から説明)

6 常任委員会 請負契約議案に関する財政局審査への工事所管局の出席の検討

請願の付託先見直しの検討

7 常任委員会 公有財産の管理、コンブライアンス、人事の総括としての見解を求める請願につい
ても、原則として所管局の委員会に付託し、案件によって、財政局や総務局等が出
席する。

8 常任委員会 当局交代に伴う待機時間解消に向けた10分~ 1 5分程度の休憩時間確保の検討

インターネット中継導入の検討

9 常任委員会
<名古屋市、大阪市で実施>

※相模原市は平成23年12月議会から実施予定

10 常任委員会
議決を要しない寄付受納の報告に関して、
①廃止 ②常任委員に資料配付 ③報告する金額の基準を設ける 等の検討。

政策に係る議員提出議案を提出する際の当局とのルール設定の検討
11 その他 (例えば、提案者は、議案発送日の概ね 1ヶ月前までに、条例原案に関係する局等

に対レ情報提供及び予算措置の要請などを行う等)

政策調査 ・立案機能の強化として、議会局へ議員活動を補佐するスタッフを配置す

12 その他
るとともに、議会局による一般質問、予 ・決算特別委員会総合審査の質問要旨確認
実施の検討。
※従来どおり、議案質疑は総務局。局別審査は各局。



議会の基本
的事項に関
するもの

民主

みんな

ヨコ会

ネット・

会派等から提案された検討項目について

-二元代表制における議会の地位・使命・責務・権限

-議会の機能強化

議会基本条例ト条例名称
制定の意義 卜基本条例の制定

①規模の大きな自治体においては、一人の長によって民意を汲む
よりも、 各区より選出された議員達によって予算編成と行政執行を
行う方が、きめ細かい民意の市政反映を可能にする。②規模の大
きな自治体の議会では政党政治(会派運営)が定着し国政との連
動も顕著である。党議拘束を生かした政党政治を行うのであれば
!議院内閣制を採用するべきで、 少なくとも自治体が最適な政府形

議会の存在価|態を選択可能な状態にするべきである。③自治体規模によって政
値 |治体制を柔軟に住民投票によって決定できることは世界標準で、あ

り、住民の意，思によって二元代表制か議院内閣制かを選択できる
自治法とすべき。そうすることで地方議会の存在価値そのものを住
民意思によって決定できる。

-市政における議会の位置付けを明確にする。

議会の使命卜二元代表制における議会・市長の責務

議会基本条例|議会基本条例を制定する意味についての議論(横浜市会にとって
制定の意味|の基本条例の意味)

-自治基本条例に対する議会基本条例ではないか。横浜市が自
治基本条例をつくる考えがないのであれば、条例名称も基本条
例にする必要はない。
-何のための条例なのかを明確にする必要がある。
-何のために制定するのかをハッキリさせる必要がある。
・市会の理念について明記するだけというのであれば、それを事
前に確認しておく必要がある。
-議員の姿勢を明記するのであれば、条例ではなく別の形で確
認する方がよい。
-基本条例制定に関しては、市民からの意見も聴くべきである。

地方政府の形態は二元代表制のみでなく地方議院内閣制等を
導入可能とする地方自治法改正を園に要望する。住民投票に
よって横浜市会と横浜市長の権限配分を決定出来る自治法へ
改正し、議会から政策リーダー(首相)を選出、首相が局長を任
命、内閣を組織し、内閣において予算編成と行政執行を行う。市
長は対外儀礼的事項を担い、議会に政策提言を行う。

-市民アンケートの実施(項目は特別委員会で議論)
.専門家からの広聴(候補者)
江藤俊昭教授(山梨学院大学)第29次地方制度調査会委員
慶瀬克哉教授(法政大学) 日本行政学会理事
北川正恭教授(早稲田大学) 元三重県知事など

-市長への反問権の付与
.一問一答方式の実施

議会と行政の関係について(二元代表制における役割を明確にす卜総合計画、基本計画への議会の積極関与(行政が作成した案
議会と行政|るために)̂"'..I1:;Iq lif，l- _， '" . ¥.，. ¥-，.ILr I ""J，..X;. ll"J l-O..J I I ~QJ LX.. ~'J c.. t-"J]l'!:t.I-'7 Iを議論するのではなく、策定の段階から議会も関与する。例え

ぱ、各会派から代表を送って審議に参加するなど。あるいは基
本計画を議会の議決事項にするなど。)

議長への議会招集権の付与、臨時議会の活動制限の撤廃など
議会活動の自由度の拡大、意見書に対する関係省庁等の誠実

議会の役割 |地方議会の充実強化と活性化 |回答の義務付け、並びに地方議会議員の責務の法的明確化及

政治倫理

横浜市会議員が市民全体の奉仕者として、 公正かつ清廉を基本

び活動基盤の強化など、横浜市会として地方六団体と連携を図
るとともに国に対し地方自治法の改正を強力に求めること。

姿勢とし、常に政治倫理意識に徹した議員活動に取り組むに当 |市会独自で寄附禁止事項や団体役員などの兼業禁止を規定す
たって、必要な事項を定めることを目的とした横浜市会議員政治倫|るなど、市民にわかりやすく理解協力を求める事項を強調する。
理条例や要綱を制定する。

現在、地方自治体においては議会と首長とのこ元代表制となって|①健全な二元代表制を実現するために議会の権限強化が現行
いるものの、 予算編成権とその日常的な執行という首長の持つ権|法制下の自治体レベルで、どのようなアプローチによりどこまで
限は相対的に大きく、近年の地方分権の推進により、その比重は|可能なのかについて専門家を交えた議論、認識共有。

無所属 |議会の役割
クラブ

一層増加しています。 I②従来の議決権を通じた行政に対するチェック機能に加え、政
二元代表制の本旨からも、また最も住民生活に身近な自治体の|策立案機能をより拡充する方途と、そのための合意形成法等に

主権在民を実現するためにも、両輪の一方である議会が、これま|ついての議論。
で以上の力を培い、首長権限との正当なバランスを保ってし、く事が|③議会と市民との相互関係を強化するため、日常的な市民意
重要であると考えます。 I思の反映とその検証を担保する方法等についての議論。

自民 | 議会活動 |本会議・委員会(請願、陳情審査)等議会審議・活動

民主

会期の決定方法

定例会 | 
会期中の日程調整

本会議における審議の形骸化

一般質問の回数拡大

本会議 発言持ち時間

質疑・質問方法

開会ベjレ

会期の決定など形式的なことは本会議ではなく、運営委員会で
決められるようにすべき。

会期中の日程調整を容易にするため、「議会優先ゾーン」日程を
設定すべき。

例えば、 一般質問に会派代表としての質問がなじむのか。個々
人による一般質問については、会派とは何か、議論が発生す
る。

本会議等で1人が発言する時間を制限すべき(例えば20分以
内)。よって大会派は発言者数が増える。

本会議における一問一答方式への変更。

本会議開催前の「予鈴」は廃止し、「アナウンス」または「別の
音J1こすべき。



議会の運営
に関するもの

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーー困層・ー--ー司ー『ー---・------・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーーーー司"ーー・・・・・・・・・・・・・・ーーーー司ー--・・・・・・・・ーー・ー・ーー司ーー・._--・・・・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー四・・ー・・・---ーーーーーー司伺同・---・ーーーーー四四網開聞同幽

常任委員会副委員長数の見直し

委員会傍聴

議員定数削減に伴い、常任委員会構成の委員数も減少してい
る中、副委員長が2名必要か。

委員会傍聴を許可すべき。例えば、 2.......3人の人数制限があって
もよい。

------ーーーーーーーー・幽圃圃ーーーーーーーー明司司ー・ー司"司--ー・同司-------------------旬ーーー開問・・・・・・・・・・・・・・・ー・--+・・・・・・・・・・・・・・・ー・司司---・・・・・ーーー・・・・・間四・・・・・・・・・・・ーー・司ーー--・・・・・・・---ーー句幽崎町周帽胃開田・・・・・ー・・・園田

視察の取り扱い 委員会視察は、通常の委員会と同様の扱いとすべき。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー"ーーーーーー----・・・・・--------・・ーーーーーーーーー-----・・・・・・・・・ーー---ー+------------ーーーーー・・・・・・・・・ーーーーーー，ー・・・・・・・・・ーーーーーー'ーー司開・・・ー・・・・・・ーーー司・司--・・・・・・・・"司司

委員会
行政視察の形骸化。年2回も必要か。

特別委員会の位置付け

請願などの審議方法

請願・陳情

請願者・陳情者への意見聴取

民主 I I政策提言・立案を充実させるためのサポート体制の必要性

議会の権限

区への権限移譲にともなう議会としてのチェック機能のあり方

交渉会派の定義見直し

-議員同士の議論が少なく、特に特別委員会の位置づけが不明
確。期限を切り、全員が所属しないで真に必要なものとすべきで
ある。
-議員相互間の自由な討議。
・市民意見を公平に取り入れ、議員聞の討議をして政策を創り上
げ、提案することが重要。

常任委員会で議論する際に、一部の文言が問題になって採択さ
れないことが多い、委員会での議論を踏まえて内容を修正し、採
択できるようになれば、もっといい結果を出せるので‘はないか。

付託される請願・陳情は、政策提案として提案者の意見を聴くこ
と。

-議会局は、法制調査など必要に応じ対応できるような強化充実
が必要
・議員の調査、政策立案活動ができるような環境整備と研修の
充実
・会派ごとの政務調査員の採用をはじめとした政策立案機能強
化のための措置
-議会図書館の充実強化

現状の区づくり推進会議にチェック機能はない。

各常任委員会に委員を輩出し、会派としての賛否を表明するこ
とが必要で、はないか。

議員は個々の判断で議案の賛否を決め、公表する。理由は、①
l会派拘束は、二元代表制を無力化する「首長与党」を形成する

会派 I I最大要因。②首長の権限を抑制するべき二元代表制下では、議
会派拘束(党議拘束)を原則廃止 |会は市民の代表機関として強力に首長権限をコントロールLな

ければならず、そのために、市民意，思の総体を議会において首
長に表現するのが責務。会派(政党)の思惑を議会で表現する
のは、強首長型の二元代表制下では特に適当で、ない。

ト区民意見の的確な集約
議員と住民の議論が少なく、住民の代表として意思集約ができて | 

|議会報告会、議員と住民等の討論
いない。 I

卜住民の意見を聴くための一般会議

市民との関係ri言語 i五反泳三五Fh、何を決めぞ[;るの必53iJi;三一lぷぞみ五五i説記長説扇町J:瓦正面i丙ii芸一
も一因。採決前に議案を公表し意見を募ることで議会の重要性を!板・マスコミ等において公表し、意見を募り、議会において意見を
伝えると同時に、市民の市政へのタイレクトな関与の機会を増や |述べる機会を市民は得、それらの意見を勘案したうえで、議会に
す。 Iおいて採決する。

その他 |議会の評価の方法と公表の仕方

定例会 |定例会の回数・会期

本会議 |本会議の形式

請願・陳情 |請願と請願署名議員の公正化(議員の自己請願の取り扱い)

議員派遣 |海外視察の公費負担のあり方

積極的な議員提案(政策提言)の仕組み

議会の監査権限の強化

公明|議会の権限 ι

行政法人を含む外郭団体への審査

政策執行に関する監視及び評価

会派 |会派のあり方と活動(会派性の担保と役割・権限)

市民に聞かれた議会としての活動

市民との関係|市民の議会活動への参加の推進

政策等の形成過程の市民への説明

I ';'~....ð... I_/..-:-_TJ... I苦会と行政の関係について(二元代表制における役割を明確にす
みんな|議会と行政ドI D~~ t_ I J ""^ Iるために)

2 

監査委員の活用

-市長への反問権の付与
E 一問一答方式の実施
・総合計画、基本計画への議会の積極関与(行政が作成した案
を議論するのではなく、策定の段階から議会も関与する。例え
ば、各会派から代表を送って審議に参加するなど。あるいは基
本計画を議会の議決事項にするなど。)



みんな

共産

議会自身 |議会自身について(活発な議論を実現するために)

-議員間討議の実施
.委員会資料の公開
・委員会のネット配信(USTREAMなど)

・委員会への議員のパソコン持ち込み許可
.議会の会期の在り方
.常任委員会の任期の在り方
.議事録の速やかな公開

ム

去

去

し

)

義

三

進
の

会

保

へ

員

加

民

委

参

市

計

胎

低

品

川

巴

行

島

の

陳

市

混

志

由

E

F
良

な

民

前

様
市
山
一
日

多
イ
パ
ハ
て

r
，‘、ム》引』、
.. 

唯

実

丸

田
肝
の
に

の

動

げ

)

会

活

上

き

議

聴

み

べ

日

広

読

す

休
・

m
叫
に

、

報

青

形

会

広

軒

る

議
の
)
叩
げ

閉
会
告
願
上

夜
議
報
請
み

めたるす進促を
も
H
H

参な的極積の民士巾てっ
玄
巾聞の民市'と

ふ
一品

揺
揖

玄小関のと民市

-議案関連質疑:現在は、議案数にかかわらず会派所属人数に
応じた時間であり、十分な質疑が行えないため、時間制限を設
けない。

横浜市の本会議での発言機会は、1定例会あたり議案関連質問 |・予算代表質疑:会派を代表した予算l三対する質問とし、 2"'3
一般質問、討論の3回(予算議会を除く)で、いずれも会派の所属、|日間にわたって行い、基礎時間(20分担度)+所属人数に応じ

本会議 |人数を基に単純比例配分した時間となっており、他都市議会に比|た時Fとする。- ー
ベて、 発言時聞が非常に川川 市民から選ばれた議員として、発|--h質問市政 般1=対する議員個人の質問とし、答弁も含め

言の機会がきちん揃ぷ て い るとはいえない状況である。 I三銭安22甥主宰措与三七l切ないので、委

員長報告に対する質疑を設け、時間制限を設けない。
・質疑・質問には、一問一答の質疑方式を導入する0

・議決に先立って行う討論には、時間制限を設けない。

・常任委員会等の直接傍聴を認める。現在でも記者の傍聴は認
・常任委員会では委員会室が狭あいなど物理的な理由から一般市|めており、スペースが全くないというわけではない。予算・決算特
民の直接傍聴を事実上認めていないが、直接傍聴を認めていなし¥1別委員会における局別審査の傍聴者数のように、会議室の大き
議会は全面的にみてわずかであり、政令市だけをみても横浜市と|さに応じた傍聴者数とすればよい。
京都市のみである(大阪市は直接傍聴を試行実施中)。これではと|・委員会での審査を、行政への質問だけで、なく、議員相互で意見
うてい聞かれた議会とはいえない。 I交換を行えるようにする。
-陳情は国への意見書を求めるものや機関意思の決定を求める決卜当該委員会の委員ではない議員の発言を認める。

常任委員会 | | 
議のみを委員会の付託対象としているが、陳情も市民からの要望卜陳情も付託対象として、審査する。
という意味では審査対象とすべきである。さらに、請願者・陳情者 卜請願者・陳述者の意見陳述を認める。
の意見陳述は審査の重要な参考となるが、口頭陳述を認めていな卜市外視察が本当に年2回必要か、横浜市政のために役立つ視

|察内容かを調査検討し、回数、経費、内容、市民への報告など
・年2回の市外視察を行っているが、本当に横浜市政に役立つ視|是非を含めて市民参加で見直しをすすめる。
察なのか、検証する必要がある。 Iその結果、視察を実施することになった場合には、行政視察の

報告書と旅費収支報告をホームページ上で公開する。

現在、議員1人あたり1期4年間で120万円、 1期目の議員は3年目
以降60万円を限度とする海外視察費が計上されている。海外のす
ぐれた事例を調査することは横浜市政のために役立つ場合もある l

|海外視察は、政務調査費で行い、全行程と領収書を公開する。
海外視察 |が、そうであれば、 1期の議員は60万円を限度とするという差別が |

|現行の公費による海外視察は廃止する。
あるのはおかしい。 I

近年、地方財政は厳しい状況におかれ、観光まがいの海外視察に
対して市民の批判があがっており中止・凍結している議会が多い。

・議員は、市民の代表であり、市民と行政のパイプ役として、重要な役
割を担わなければならない。ところが、議員は何をしているかわからな卜市民が傍聴しやすいよう土日、祝日、夜間議会の開会
い、 役に立たない、だから減らすべきだとし巧声が市民から上がってし、|・常任委員会及びすべての特別委員会をインターネット中継の

市民との関係|るのも事実である。 そもそもこんな声があがるのには、議会が市民か|対象にする。
ら遠い存在であり、議員の姿が見えないことに大きな原因がある。 卜議会主導で、議会報告会を定期的に各区で、行う0

・市民の多くが市政に関心を持ち、行政や議会を監視することで、真の
市民のた'めの市政が生まれてくるとも考えられる。

市会として、 本市が取り組んでいる電子市役所の先取りを行い簡 |パソコンやパワ一ポイントなどの情報機器の活用とパソコンの本
1素で効率的な議会運営をおこなう。 I会議・常任委員会への持ち込み

会議運嘗 l:~~_~:::__'_::':_~~::~=___'::-_:_Y_~_-=-_~~_~ 一----一一一一一一一-一___-1

会議録等の早期作成・提出について

ヨコ会 1------------------t一一一一一一一一---------------一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-1
ト常任委員会、特別委員会の委員会数の見直し(整理・統合) 卜委員会の整理統合委員会 I ~~~~~~~~I~~J~~~~~/:.~~~v/ -.I~L=.\J \ ~-~ II~u~ 1 I 
1.正副委員長報酬の見直し(廃止等) 卜報酬の廃止

請願・陳情 |請願書及び陳情書のあり方と紹介議員の取り扱いについて

-質問通告内容のホームページへの事前掲載の検討
.質問通告内容及び書式等の検討

通告書への通告内容の明確化及び平準化等

予算議案に対する審査方法(予算研究会、予算代表、予算関連、
局別審査、総合審査)の再検討・見直し

本会議等
-自席での「一問一答方式」導入
.局長答弁の導入
・答弁者から質問者に対する質問の趣旨確認導入

議案等の電子採決(押しボタン式投票の)導入

局当

|委員会出席部長を市会説明員として届け出て、所管部長答弁を
答弁者見直し |可能とする。(議案及び報告事項に関しては、従来どおり、局長

から説明)

請負契約議案に関する財政局審査への工事所管局の出席

請願の付託先見直し
公有財産の管理、コンブライアンス、人事の総括としての見解を
求める請願は、原則として所管局の委員会に付託、案件によっ
て財政局や総務局等が出席常任委員会

当局交代に伴う待機時間解消に向けた10分'"15分程度の休憩時

間の確保

インターネット中継の導入

議決を要しない寄付受納報告の取り扱い
①廃止②常任委員に資料配付③報告する金額の基準を設
ける等
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議員に関する
もの

政策に係る議員提出議案を提出する際の当局とのルール設定

当局 議会の権限

政策調査・立案機能の強化

提案者は、議案発送日の概ね1ヶ月前までに、条例原案に関係
する局等に対し情報提供及び予算措置の要請などを行う等

議会局へ議員活動を補佐するスタッフを配置するとともに、議会
局による一般質問、予・決算特別委員会総合審査の質問要旨な
どの確認

自民 | 活動原貝IJ I議員活動

市会議員としての活動を明確化

活動原則

市会議員としての責任、義務、権利などについて明確にする。

市民への理解を求めるためにも、①議会活動、②地域活動、③
会派活動(会派に所属している場合)、④党活動(政党に所属し
ている場合)それぞれの活動を明確にする。

身分、位置づけ、説明責任、議会・委員会への出席など。

民主| 政務調査 |政務調査費の使途基準 使途基準は、都市に働く議員として幅を持たせるべき。

公明

共産

費用弁償 |実費相当の交通費を支給

自己評価 |議員の自己評価のあり方と公表の仕方

通常ルートによる交通手段を設定し、実費相当の交通費を支給
すべき。

議員の責務と議員活動のあり方

活動原則 | 
議員活動の制度的支援 !議員活動費、秘書制度、交通費の支給

政務調査 |政務調査費のあり方

報酬 |議員報酬の適正額の考え方

報酬

横浜市の議員報酬は、 全国の市町村で、最高となっている(名古屋
市と大阪市は現在減額中)。厳しい財政状況のなか、議員も身を
削るべきだとの声があがっているが、身を削るのなら議員定数の
削減ではなく議員報酬の削減が有効である。

実費弁償移行等

|・議員報酬を2害IJ削減し、政令市平均並みとする。

政務調査費は、きちんと議員活動を行うために、調査を行い、市民卜政務調査費は、領収書の公開だけでなく、調査研究報告書な
に報告するために必要なものであるが、その一方で第二の報酬な|ど成果物と会計帳簿も公開する。

政務調査 |どともいわれており、市民合意が得られているとは思われない部分|・政務調査費の金額は、市民参加で妥当かどうか検討し、市民
がある。 Iの理解をえられる適正な水準とする。

ヨコ会 | き章 |横浜市会議員き章規則の見直し

自民| あり方 |市民参加の推進に向けた広聴・広報のあり方

広報

議員の活動がなかなか市民に伝わらない。議員各個人が活動報
告等を行っているが、 自分のPRになり、有権者に客観的評価判
断・材料にはなっていない。

広聴・広報1::
関するもO)-I民主

市会議員の活動が見えないという意見があるが、必ずしもそうでは|
|横浜市会をアピールするキャンペーンなどを行ってもよいのでは

ないと思う。もしもっとPRしたいということで、あれば、もっとメジャー | 
|ないか。

なメディアを活用するしかない。 I

市会だより |市会だよりには質問者の氏名を出すべき。

公明| あり方 |広聴広報機能の充実

その他 |ヨコ会 |報酬の見直し卜横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の見直し
選挙管理委員、監査委員の報酬等の見直し(日額制)につい
て。
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